
 香芝市長の職務を代理する職員を定める規則等の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

  令和７年３月３１日 

                     香芝市長 三 橋 和 史 

香芝市規則第２１号 

   香芝市長の職務を代理する職員を定める規則等の一部を改正する規則 

 （香芝市長の職務を代理する職員を定める規則の一部改正） 

第１条 香芝市長の職務を代理する職員を定める規則（昭和３４年規則第５号

）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「部長（香芝市行政組織条例（平成５年条例第４号）に規定する

部」を「部長等（危機管理監並びに香芝市行政組織条例（平成５年条例第４

号）第１条に規定する部及び室」に改める。 

  第３条第１項第１号中「総務部長」を「市長公室長」に改める。 

 （香芝市職員安全衛生規則の一部改正） 

第２条 香芝市職員安全衛生規則（平成１７年規則第１５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第５条第１項中「企画部長」を「市長公室長」に改め、同条第２項中「、

衛生管理者」を「及び衛生管理者」に改める。 

  第１２条の見出しを「（組織）」に改め、同条第１項を次のように改める。 

  委員会は、総括安全衛生管理者、総括安全衛生管理代理者、安全管理者、

衛生管理者、産業医及び市長が指名する安全又は衛生に関し経験を有する職

員をもって組織する。 

  第１２条第２項中「前項第１号の委員以外の委員」を「委員会の構成員（

総括安全衛生管理者を除く。）」に改める。 

  第１３条第１項中「委員会の委員」を「委員会の構成員（以下「構成員」

という。）」に、「前条第１項第１号及び第２号の委員」を「総括安全衛生

管理者及び総括安全衛生管理代理者」に改める。 

  第１５条を次のように改める。 

  （会長） 

 第１５条 委員会に会長を置く。 

 ２ 会長は、総括安全衛生管理者をもって充て、会務を統括する。 

 ３ 会長に事故があるときは、総括安全衛生管理代理者がその職務を代理す

る。 

  第１６条第１項を次のように改める。 

  委員会の会議（以下「会議」という。）は、会長が必要に応じて招集する。 



  第１６条第２項中「委員」を「構成員」に改め、同項を同条第３項とし、

同条第１項の次に次の１項を加える。 

 ２ 会議の議長は、会長をもって充てる。 

  第１７条中「委員長」を「会長」に改める。 

  第１８条中「企画部人事課」を「労働安全推進及び公務災害補償に関する

事務を所掌する課」に改める。 

 第２１条中「うえで」を「上で」に改める。 

 第２２条第１項中「この限り」を「、この限り」に改める。 

 （香芝市退職手当審査会規則の一部改正） 

第３条 香芝市退職手当審査会規則（平成２１年規則第１１号）の一部を次の

ように改正する。 

  第４条第３項中「総理し、審査会を代表する」を「統括する」に改める。 

  第６条中「企画部人事課」を「職員の給与及び退職手当に関する事務を所

掌する課」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


